
 
 

 

 

 
 
 
 

２０２４年１月２５日 
株式会社 愛 知 銀 行 

 

電子交付サービスの取扱開始について 

 

 株式会社愛知銀行（頭取 伊藤 行記）は、お客さまの利便性向上と環境への負荷低減を

目的として、個人のお客さま向けに「電子交付サービス」の取扱いを開始しますので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 本サービスの開始により、個人のお客さまに郵送でお届けしている各種書類をインター

ネット上で閲覧・保存いただくことが可能となります。 

 導入当初は、投資信託に関する「取引報告書」や「取引残高報告書」等から取扱いを開

始し、順次、グループ会社等とのサービス連携を強化しながら取扱範囲を拡大してまいり

ます。 

 当行はこれからも金融サービスを通じて、地域社会の持続的成長に貢献してまいります。 

 

記 

 
１．「電子交付サービス」の概要 

ご利用いただ

ける方 

愛銀Ａｉダイレクトまたは愛銀アプリをご契約いただいている個人

のお客さま 

※投資信託の「電子交付サービス」は、愛知銀行に投資信託口座を 

お持ちのお客さまで、愛銀Ａｉダイレクトまたは愛銀アプリをご 

契約いただいている方が対象となります。 

利用料金 無料 

利用時間 
２４時間（ただし、メンテナンス等により、サービス休止となる場

合があります） 

 

 

 

 



 

 

 

２．主な対象書類 

書類名 内容 交付頻度 

取引報告書 
投資信託の購入・解約結果のご

案内 
取引の都度 利金・分配金・償還金の 

お知らせ 
投資信託の決算・償還金結果の

ご案内 
収益分配金再投信のご案内 決算による再投資結果のご案内 
ご投資状況のお知らせ ３か月毎の取引内容のご案内 

１・４・７・１０月 
取引残高報告書 ３か月毎の残高のご案内 

特定口座年間取引報告書 
特定口座内で発生した税金のご

案内 
１月 

 
３．導入予定日 

  ２０２４年２月１９日（月） 

 
４．画面イメージ 

   
 

以 上 


